
（別紙）新旧対照表 

 

変更前 変更後 

８ 特定事業の名称 

１１３１（１１４３） 修了者に対する初級シス

テムアドミニストレータ試験の午前試験を免除す

る講座開設事業 

１１３２（１１４４） 修了者に対する基本情報

技術者試験の午前試験を免除する講座開設事業 

１１３１（１１４３、１１４５） 修了者に対する

初級システムアドミニストレータ試験の午前試験

を免除する講座開設事業 

１１３２（１１４４、１１４６） 修了者に対する

基本情報技術者試験の午前試験を免除する講座開

設事業 

変更前 変更後 

別紙１ 

１ 特定事業の名称 

 番号 １１３１（１１４３） 

 （省略） 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする

 者 

（１）講座の開設者  

学校法人 新潟総合学院  

  新潟コンピュータ専門学校 

（新潟市米山３-１-５３） 

 宗教法人 新潟大神宮 

  新潟高度情報処理技術学院 

（新潟市西大畑町５１９５）※ 

 学校法人 新潟高度情報学園 

  新潟情報ビジネス専門学校 

（新潟市明石１-３-５）※ 

学校法人 電子開発学園九州 

新潟情報専門学校（新潟市弁天２-３-13） 

 学校法人 新潟大原学園 

  大原情報医療専門学校新潟校 

（新潟市花園1-3-1） 

 学校法人 新潟総合学院 

  新潟会計ビジネス専門学校 

（新潟市弁天2-4-21） 

 学校法人 新潟総合学院 

  新潟ビジネス専門学校 

（新潟市万代1-2-22） 

１ 特定事業の名称 

番号 １１３１（１１４３、１１４５） 

（省略） 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする 

 者 

（1）講座の開設者 

  

 

 

宗教法人 新潟大神宮 

  新潟高度情報処理技術学院 

（新潟市西大畑町５１９５） 

 学校法人 新潟高度情報学園 

  新潟情報ビジネス専門学校 

（新潟市明石１-３-５） 

 

 

 



 
変更前 変更後 

新潟県立新潟商業高等学校 

（新潟市白山浦2-68-2） 

 

（２）上記※の記載がある者が開設する１１４３

の特例措置を使用した講座の共同開設者（修

了試験に係る試験の提供者） 

日本ＣＩＷ普及育成協議会（ＪＡＣＣ） 

会長 西川靖俊 

（東京都千代田区鍛冶町１-５-７江原ビル５階）

 

（省略） 

 

４ 特定事業の内容 

 （１）経済産業大臣が告示で定める履修項目に

応じた履修計画 

① 新潟コンピュータ専門学校 

  初級システムアドミニストレータ講座

添付書類に記載のとおり。 

② 新潟高度情報処理技術学院 

 初級システムアドミニストレータ講座

添付書類に記載のとおり。 

③ 新潟情報ビジネス専門学校 

 初級システムアドミニストレータ講座

添付書類に記載のとおり。 

④ 新潟情報専門学校（システム系学科）

 初級システムアドミニストレータ講座

添付書類に記載のとおり。 

⑤ 新潟情報専門学校（ビジネス系学科）

 初級システムアドミニストレータ講座

添付書類に記載のとおり。 

⑥ 新潟情報専門学校 

（マルチメディア系学科）

   初級システムアドミニストレータ講座 

添付書類に記載のとおり。 

 

 

 

（２）修了認定に係る試験の提供者 

 

 

日本ＣＩＷ普及育成協議会（ＪＡＣＣ） 

 

（東京都中央区京橋１-１１-８ 西銀ビル５Ｆ） 

 

（省略） 

 

４ 特定事業の内容 

 （１）経済産業大臣が告示で定める履修項目に応

じた履修計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
変更前 変更後 

⑦ 新潟情報専門学校（大学併修科） 

 初級システムアドミニストレータ講座

添付書類に記載のとおり。 

⑧ 大原情報医療専門学校新潟校 

 初級システムアドミニストレータ講座

      添付書類に記載のとおり。 

   ⑨ 新潟会計ビジネス専門学校 

   初級システムアドミニストレータ講座

      添付書類に記載のとおり 

⑩ 新潟ビジネス専門学校   

 初級システムアドミニストレータ講座

      添付書類に記載のとおり。 

⑪ 新潟県立新潟商業高等学校 

 初級システムアドミニストレータ講座

     添付書類に記載のとおり。 

   ⑫ 新潟高度情報処理技術学院 

初級システムアドミニストレータ講座

（ＣＩＷ併用コース）

      添付書類に記載のとおり。 

   ⑬ 新潟情報ビジネス専門学校 

初級システムアドミニストレータ講座

（ＣＩＷ併用コース）

      添付書類に記載のとおり。 

 

認定講座の運営に当たって，履修計画の詳細

について経済産業大臣もしくは独立行政法人情

報処理推進機構に相談を行い，助言があった場

合には対応することとする。 

 

（２）修了認定の基準 

  ①各校が定める出席率を満たして出席した

受講生について，修了認定に係る試験を受験

できる有資格者と定める。有資格者に対し当

該試験を実施し，独立行政法人情報処理推進

機構の定める合格基準を満たした者につい

て，修了を認定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 ① 新潟高度情報処理技術学院 

初級システムアドミニストレータ講座 

（ＣＩＷ併用コース）

      添付書類（資料１）に記載のとおり。

 ② 新潟情報ビジネス専門学校 

初級システムアドミニストレータ講座 

（ＣＩＷ併用コース）

      添付書類（資料２）に記載のとおり。

 

  当該講座の運営に当たって，履修計画の詳細に

ついて経済産業大臣もしくは独立行政法人情報処

理推進機構（ＩＰＡ）に相談を行い，助言があっ

た場合には対応することとする。 

 

（２）修了認定の基準 

 



 
変更前 変更後 

②経済産業大臣が告示で定める民間資格試験

の取得を含む場合は，次の各号に掲げるもの

を満たすものであること。 

 

一．経済産業大臣が告示で定める民間資格試

験を受験し，これに合格することによって認

定される民間資格を取得すること。 

 

二．前号に加え，各校が定める出席率を満た

して出席した受講生について，修了認定に係

る試験を受験できる有資格者と認める。有資

格者に対し当該試験を実施し，独立行政法人

情報処理推進機構の定める合格基準を満たし

たものについて，修了を認定する。 

 

 

 

 （各校が定める出席率） 

① 新潟コンピュータ専門学校 

 当該講座の５分の４以上

② 新潟高度情報処理技術学院 

当該講座の５分の４以上 

③ 新潟情報ビジネス専門学校 

 当該講座の５分の４以上

④ 新潟情報専門学校  

    当該講座の３分の２以上

   ⑤ 大原情報医療専門学校  

  当該講座の３分の２以上

   ⑥ 新潟会計ビジネス専門学校 

 当該講座の５分の４以上

   ⑦ 新潟ビジネス専門学校 

   当該講座の５分の４以上

   ⑧ 新潟県立新潟商業高等学校 

当該講座の３分の２以上

  

 

  

 

 

 

  ① 民間資格を取得するための試験である「Ｃ

ＩＷファンデーション」試験を受験し，これに合

格することによって認定される「ＣＩＷアソシエ

イト」資格を取得すること。 

  ② 前号に加え，各校が定める出席率を満たし

て出席した受講生について，修了認定に係る試験

を受験できる有資格者と認める。有資格者に対し

当該試験を実施し，日本ＣＩＷ普及育成協議会

（独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）が提

供する問題を利用する場合は独立行政法人情報

処理推進機構（ＩＰＡ））の定める合格基準を満

たした者について，修了を認定する。 

 

（各校が定める出席率） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

変更前 変更後 

（民間資格試験の取得を含む場合の各校が定める

出席率） 

   ① 新潟高度情報処理技術学院 

           当該講座の３分の２以上

② 新潟情報ビジネス専門学校 

        当該講座の３分の２以上

 

（３）修了認定に係る試験の実施方法 

    試験問題は独立行政法人情報処理推進機

構（ＩＰＡ）が提供する試験問題を使用す

る。試験会場は当該講座が開設される場所

とし，試験の採点事務は，適用を受けた事

業者が行う。告示で定めるところにより，

講座の修了を認められた者の氏名，生年月

日及び試験の結果を独立行政法人情報処理

推進機構（ＩＰＡ）に通知するものとする。

 また，経済産業大臣が告示で定める民間

資格の取得を含む場合は，修了認定に係る

試験の問題は，ＣＩＷ普及育成協議会（Ｊ

ＡＣＣ）が統一して作成したもののうち，

独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）

の審査を受け，適切であるものと認められ

たものに限り，これを使用する。修了認定

に係る試験の採点事務は，当該規制の特例

措置を受けようとする者の指定した者が，

これを行う。告示で定めるところにより，

講座の終了を認められた者の氏名，生年月

日及び試験の結果と当該民間資格の取得を

証する写しと併せて，独立行政法人情報処

理推進機構（ＩＰＡ）に通知するものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

① 新潟高度情報処理技術学院 

           当該講座の３分の２以上 

② 新潟情報ビジネス専門学校 

  当該講座の３分の２以上

 

（３）修了認定に係る試験の実施方法 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 修了認定に係る試験の問題は，日本ＣＩＷ

普及育成協議会（ＪＡＣＣ）が統一して作成

したもののうち，独立行政法人情報処理推進

機構（ＩＰＡ）の審査を受け，適切であるも

のと認められたもの，または，独立行政法人

情報処理推進機構（ＩＰＡ）が提供する問題

を利用する。 

 修了認定に係る試験の会場は，当該規制の

特例措置を受けようとする者が特別区域内に

指定した施設とする。 

修了認定に係る試験の採点事務は，当該規

制の特例措置を受けようとする者の指定した

者が，これを行う。告示で定めるところによ

り，講座の修了を認められた者の氏名，生年

月日及び試験の結果と当該民間資格の取得を

証する写しと併せて，独立行政法人情報処理

推進機構（ＩＰＡ）に通知するものとする。

 

 



 

変更前 変更後 

 （４）修了認定の基準に経済産業大臣が告示で定

める民間資格の取得を含む場合における当

該民間資格の名称及びその試験項目 

   資格名  「ＣＩＷアソシエイト」 

 

   試験項目  添付書類に記載のとおり 

 （４）民間資格の名称及び当該民間資格を取得す

るための試験の試験項目 

 

   資格名称 「ＣＩＷアソシエイト」 

   試験科目 「ＣＩＷファンデーション」 

   試験項目  以下のとおり 

 

変更前 変更後 

記載無し  

 出題分野  試験項目 

1 インターネット・コンセプト （A） 

 

インターネットの概論 

 ２ インターネット・インフラ 

１ Webコンセプト 

２ Webサービスの利用 

（Ｂ） 

 

 

インターネットの利用 

 

 ３ データ・リサーチ 

（Ｃ） インターネットのメディア １ オブジェクト・データ 

１ セキュリティ・リテラシー 

２ セキュリティ・マネジメント 

３ セキュリティ・テクノロジー 

（Ｄ） 

 

 

 

セキュリティの技術 

 

 

 ４ ファイアウォール 

１ eコマース （Ｅ） eビジネスの設計 

２ マネジメント・ナレッジ 

１ ネットワーク・コンセプト （Ｆ） 

 

ネットワークの基礎 

 ２ ネットワーク・アーキテクチャ 

１ ネットワーク・コンポーネント （Ｇ） 

 

ネットワークの設計 

 ２ ネットワーク・テクノロジー 

１ インターネット・アーキテクチャ

２ ネットワーク・デザイン 

（Ｈ） 

 

 

インターネットワーキング 

 

 ３ ネットワーク・マネジメント 

１ サービス・コンポーネントⅠ 

２ サービス・コンポーネントⅡ 

（Ｉ） 

 

 

インターネットサービスの構成 

 

 ３ サービス・コンポーネントⅢ 

１ サーバサイド・スクリプト （Ｊ） 

 

システムの開発 

 ２ データベース 

 

 

 



変更前 変更後 

記載無し  

１ サイトデザイン・コンセプト （Ｋ） 

 

サイト開発の基礎 

 ２ HTML 

１ HTMLコーディングⅠ 

２ HTMLコーディングⅡ 

３ HTMLコーディングⅢ 

（Ｌ） 

 

 

 

サイト開発の実践 

 

 

 ４ HTMLコーディングⅣ 

1 ツールの使用 

２ 拡張言語テクノロジーⅠ 

（Ｍ） 

 

 

サイト開発の応用 

 

 ３ 拡張言語テクノロジーⅡ  

 

変更前 変更後 

５ 当該規制の特例措置の内容 

本特例措置は，当該認定に係る講座の修了を認

められた者（経済産業大臣が告示で定める民間資

格取得を含む場合にあっては，その資格の取得を

含む）が，認定講座の修了を認められた日から一

年以内に，初級システムアドミニストレータ試験

を受験する場合は，情報処理技術者試験規則別表

に掲げる当該試験に係る試験の科目のうち第一

号に規定する情報処理システムに関する基礎知

識及び第二号に規定する情報処理システムの活

用に関する共通的知識を免除するものである。 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

本特例措置は，当該講座の修了を認められた者

が，講座の修了を認められた日から１年以内に，

初級システムアドミニストレータ試験を受験す

る場合は，情報処理技術者試験規則別表に掲げる

当該試験に係る試験の科目のうち，第１号に規定

する情報処理システムに関する基礎知識及び第

２号に規定する情報処理システムの活用に関す

る共通的知識を免除するものである。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

変更前 変更後 

別紙 ２ 

 

１ 特定事業の名称 

 番号 １１３２（１１４４） 

 （省略） 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする

 者 

（１）講座の開設者 

学校法人 新潟総合学院  

  新潟コンピュータ専門学校 

（新潟市米山３-１-５３） 

 宗教法人 新潟大神宮 

  新潟高度情報処理技術学院 

（新潟市西大畑町５１９５）※ 

学校法人 新潟高度情報学園 

  新潟情報ビジネス専門学校 

（新潟市明石１-３-５）※ 

学校法人 電子開発学園九州 

   新潟情報専門学校（新潟市弁天２-３-１３）

 学校法人 新潟大原学園 

   大原情報医療専門学校 新潟校 

（新潟市花園１-３-１９） 

 新潟県立新潟商業高等学校 

（新潟市白山浦2-68-2） 

 

（２）上記※の記載がある者が開設する１１４４

の特例措置を使用した講座の共同開設者（修

了試験に係る試験の提供者） 

日本ＣＩＷ普及育成協議会（ＪＡＣＣ） 

会長 西川靖俊 

（東京都千代田区鍛冶町１-５-７江原ビル５階） 

 

（省略） 

 

別紙 ２－１ 

 

１ 特定事業の名称 

 番号 １１３２（１１４４、１１４６） 

（省略） 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする 

 者   

（1）講座の開設者 

  

 

 

宗教法人 新潟大神宮 

  新潟高度情報処理技術学院 

（新潟市西大畑町５１９５） 

 学校法人 新潟高度情報学園 

  新潟情報ビジネス専門学校 

（新潟市明石１-３-５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）修了認定に係る試験の提供者 

 

 

日本ＣＩＷ普及育成協議会（ＪＡＣＣ） 

 

（東京都中央区京橋１-１１-８西銀ビル５Ｆ） 

 

（省略） 

 



変更前 変更後 

４ 特定事業の内容 

 （１）経済産業大臣が告示で定める履修項目に

応じた履修計画 

① 新潟コンピュータ専門学校 

基本情報技術者講座 

    添付書類に記載のとおり。 

② 新潟高度情報処理技術学院 

 基本情報技術者講座 

添付書類に記載のとおり。 

③ 新潟情報ビジネス専門学校 

 基本情報技術者講座 

添付書類に記載のとおり。 

④ 新潟情報専門学校（システム系学科）

 基本情報技術者講座 

添付書類に記載のとおり。 

⑤ 新潟情報専門学校 

（マルチメディア系学科） 

 基本情報技術者講座 

添付書類に記載のとおり。 

⑥ 新潟情報専門学校（大学併修科） 

 基本情報技術者講座 

添付書類に記載のとおり。 

⑦ 大原情報医療専門学校新潟校  

基本情報技術者講座 

添付書類に記載のとおり。 

   ⑧ 新潟県立新潟商業高等学校  

基本情報技術者講座 

      添付書類に記載のとおり。 

   ⑨ 新潟高度情報処理技術学院 

基本情報処理技術者講座 

（ＣＩＷ併用コース） 

      添付書類に記載のとおり。 

   ⑩ 新潟情報ビジネス専門学校 

 基本情報処理技術者講座 

（ＣＩＷ併用コース） 

      添付書類に記載のとおり。 

 

４ 特定事業の内容 

 （１）経済産業大臣が告示で定める履修項目に応

じた履修計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 新潟高度情報処理技術学院  

基本情報処理技術者講座 

（ＣＩＷ併用コース） 

     添付書類（資料３）に記載のとおり。 

  ② 新潟情報ビジネス専門学校  

基本情報処理技術者講座 

（ＣＩＷ併用コース） 

     添付書類（資料４）に記載のとおり。 

 

 



変更前 変更後 

認定講座の運営に当たって，履修計画の詳細

について経済産業大臣もしくは独立行政法人情

報処理推進機構に相談を行い，助言があった場

合には対応することとする。 

 

（２）修了認定の基準 

①各校が定める出席率を満たして出席した受

講生について，修了認定に係る試験を受験

できる有資格者と定める。有資格者に対し

当該試験を実施し，独立行政法人情報処理

推進機構の定める合格基準を満たした者に

ついて，修了を認定する。 

  ②経済産業大臣が告示で定める民間資格試験

の取得を含む場合は，次の各号に掲げるも

のを満たすものであること。 

 

一．経済産業大臣が告示で定める民間資格試験

を受験し，これに合格することによって認定

される民間資格を取得すること。 

 

二．前号に加え，各校が定める出席率を満たし

て出席した受講生について，修了認定に係る

試験を受験できる有資格者と認める。有資格

者に対し当該試験を実施し，独立行政法人情

報処理推進機構の定める合格基準を満たした

ものについて，修了を認定する。 

 

 

 

（各校が定める出席率） 

① 新潟コンピュータ専門学校  

当該講座の５分の４以上

② 新潟高度情報処理技術学院  

当該講座の５分の４以上

③ 新潟情報ビジネス専門学校 

 当該講座の５分の４以上

④ 新潟情報専門学校  

  当該講座の３分の２以上

当該講座の運営に当たって，履修計画の詳細につい

て経済産業大臣もしくは独立行政法人情報処理推進機

構（ＩＰＡ）に相談を行い，助言があった場合には対

応することとする。 

 

（２）修了認定の基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 民間資格を取得するための試験である「ＣＩＷフ

ァンデーション」試験を受験し，これに合格するこ

とによって認定される「ＣＩＷアソシエイト」資格

を取得すること。 

② 前号に加え，各校が定める出席率を満たして出席

した受講生について，修了認定に係る試験を受験で

きる有資格者と認める。有資格者に対し当該試験を

実施し，日本ＣＩＷ普及育成協議会（独立行政法人

情報処理推進機構（ＩＰＡ）が提供する問題を利用

する場合は独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰ

Ａ））の定める合格基準を満たした者について，修了

を認定する。 

 

（各校が定める出席率） 

 

 



 

変更前 変更後 

⑤ 大原情報医療専門学校  

  当該講座の５分の４以上

⑥ 新潟県立新潟商業高等学校  

当該講座の３分の２以上

 

（民間資格試験の取得を含む場合の各校が定める

出席率） 

① 新潟高度情報処理技術学院 

 当該講座の３分の２以上 

 ② 新潟情報ビジネス専門学校 

 当該講座の３分の２以上 

 

（３）修了認定に係る試験の実施方法 

    試験問題は独立行政法人情報処理推進機

構（ＩＰＡ）が提供する試験問題を使用する。

試験会場は当該講座が開設される場所とし，

試験の採点事務は，適用を受けた事業者が行

う。告示で定めるところにより，講座の修了

を認められた者の氏名，生年月日及び試験の

結果を独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰ

Ａ）に通知するものとする。 

また，経済産業大臣が告示で定める民間資

格の取得を含む場合は，修了認定に係る試験

の問題は，日本ＣＩＷ普及育成協議会（ＪＡ

ＣＣ）が統一して作成したもののうち，独立

行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）の審査

を受け，適切であるものと認められたものに

限り，これを使用する。修了認定に係る試験

の採点事務は，当該規制の特例措置を受けよ

うとする者の指定した者が，これを行う。告

示で定めるところにより，講座の終了を認め

られた者の氏名，生年月日及び試験の結果と

当該民間資格の取得を証する写しと併せて，

独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）に

通知するものとする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

① 新潟高度情報処理技術学院 

当該講座の３分の２以上 

 ② 新潟情報ビジネス専門学校  

当該講座の３分の２以上 

 

（３）修了認定に係る試験の実施方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修了認定に係る試験の問題は，日本ＣＩＷ普及育成

協議会（ＪＡＣＣ）が統一して作成したもののうち，

独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）の審査を受

け，適切であるものと認められたもの，または，独立

行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）が提供する問題

を利用する。 

修了認定に係る試験の会場は，当該規制の特例措置

の適用を受けようとする者が特別区域内に指定した

施設とする。 

修了認定に係る試験の採点事務は，当該規制の特例

措置を受けようとする者の指定した者が，これを行う。

告示で定めるところにより，講座の修了を認められた

者の氏名，生年月日及び試験の結果と当該民間資格の

取得を証する写しと併せて，独立行政法人情報処理推

進機構（ＩＰＡ）に通知するものとする。 



変更前 変更後 

 （４）修了認定の基準に経済産業省が告示で定め

   る民間資格の取得を含む場合における当該

民間資格の名称及びその試験項目     

 

   資格名  「ＣＩＷアソシエイト」 

 

   試験項目  添付書類に記載のとおり   

 （４）民間資格の名称及び当該民間資格を取得するた

めの試験の試験項目 

 

 

   資格名称  「ＣＩＷアソシエイト」 

   試験科目  「ＣＩＷファンデーション」 

   試験項目  以下のとおり 

 

変更前 変更後 

記載無し  

   出題分野  試験項目 

1 インターネット・コンセプト （A） 

 

インターネットの概論 

 ２ インターネット・インフラ 

１ Webコンセプト 

２ Webサービスの利用 

（Ｂ） 

 

 

インターネットの利用 

 

 ３ データ・リサーチ 

（Ｃ） インターネットのメディア １ オブジェクト・データ 

１ セキュリティ・リテラシー 

２ セキュリティ・マネジメント 

３ セキュリティ・テクノロジー 

（Ｄ） 

 

 

 

セキュリティの技術 

 

 

 ４ ファイアウォール 

１ eコマース （Ｅ） 

 

eビジネスの設計 

 ２ マネジメント・ナレッジ 

１ ネットワーク・コンセプト （Ｆ） 

 

ネットワークの基礎 

 ２ ネットワーク・アーキテクチャ 

１ ネットワーク・コンポーネント （Ｇ） 

 

ネットワークの設計 

 ２ ネットワーク・テクノロジー 

１ インターネット・アーキテクチャ 

２ ネットワーク・デザイン 

（Ｈ） 

 

 

インターネットワーキング 

 

 ３ ネットワーク・マネジメント 

１ サービス・コンポーネントⅠ 

２ サービス・コンポーネントⅡ 

（Ｉ） 

 

 

インターネットサービスの構成 

 

 ３ サービス・コンポーネントⅢ 

 

 

 

 

 



変更前 変更後 

記載無し  

１ サーバサイド・スクリプト （Ｊ） 

 

システムの開発 

 ２ データベース 

１ サイトデザイン・コンセプト （Ｋ） 

 

サイト開発の基礎 

 ２ HTML 

１ HTMLコーディングⅠ 

２ HTMLコーディングⅡ 

３ HTMLコーディングⅢ 

（Ｌ） サイト開発の実践 

４ HTMLコーディングⅣ 

1 ツールの使用 

２ 拡張言語テクノロジーⅠ 

（Ｍ） 

 

サイト開発の応用 

 

３ 拡張言語テクノロジーⅡ  

 

 

変更前 変更後 

５ 当該規制の特例措置の内容 

本特例措置は，当該認定に係る講座の修了を認

められた者（経済産業大臣が告示で定める民間資

格取得を含む場合にあっては，その資格の取得を

含む）が，認定講座の修了を認められた日から一

年以内に，基本情報技術者試験を受験する場合

は，情報処理技術者試験規則別表に掲げる当該試

験に係る試験の科目のうち第一号に規定する情

報処理システムに関する基礎知識及び第二号に

規定する情報処理システムの活用に関する共通

的知識を免除するものである。 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

本特例措置は，当該講座の修了を認められた者が，

講座の修了を認められた日から１年以内に，基本情報

技術者試験を受験する場合は，情報処理技術者試験規

則別表に掲げる当該試験に係る試験の科目のうち，第

１号に規定する情報処理システムに関する基礎知識及

び第２号に規定する情報処理システムの開発に関する

共通的基礎知識を免除するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

変更前 変更後 

記載無し 別紙 ２－２ 

 

１ 特定事業の名称 

 番号 １１３２（１１４４、１１４６） 

 名称 修了者に対する基本情報技術者試験の午前試験を免除する講座開設事業 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

（1）講座の開設者 

  学校法人 新潟総合学院 

  新潟コンピュータ専門学校 （新潟市米山３-１-５３） 

（２）修了認定に係る試験の提供者 

 株式会社サーティファイ（東京都中央区京橋３-３-１４ 京橋ＡＫビル） 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 

 認定を受けた日 

 

４ 特定事業の内容 

 （１）経済産業大臣が告示で定める履修項目に応じた履修計画 

   ① 新潟コンピュータ専門学校 基本情報処理技術者講座 

（サーティファイ併用コース） 添付書類（資料５）に記載のとおり。

   

    当該講座の運営に当たって，履修計画の詳細について経済産業大臣もしくは

独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）に相談を行い，助言があった場合に

は対応することとする。 

 

 （２）修了認定の基準 

   ① 民間資格を取得するための試験である「情報処理技術者能力認定試験（２

級）」を受験し，これに合格することによって認定される「情報処理技術者能

力認定試験（２級）」資格を取得すること。もしくは，「情報処理技術者能力認

定試験（２級 第１部）」を受験し，これに合格すること 

② 前号に該当するもので，平成１８年４月から実施されている基本情報処理

技術者講座を履修している者にあっては，基本情報処理技術者講座（サーティ

ファイ併用コース）の履修項目と重なっている項目のうち，履修済みの項目に

ついては履修したものとみなし，未履修項目のみを当該講座において履修する

ことにより前号と同等の資格を与える。 

  

 

 



 

変更前 変更後 

記載無し    ③ 前①・②号に加え，各校が定める出席率を満たして出席した受講生につい

て，修了認定に係る試験を受験できる有資格者と認める。有資格者に対し当

該試験を実施し，株式会社サーティファイ（独立行政法人情報処理推進機構

（ＩＰＡ）が提供する問題を利用する場合は独立行政法人情報処理推進機構

（ＩＰＡ））の定める合格基準を満たした者について，修了を認定する。 

 

（各校が定める出席率） 

    新潟コンピュータ専門学校   当該講座の５分の４以上 

 

（３）修了認定に係る試験の実施方法 

    修了認定に係る試験の問題は，株式会社サーティファイが統一して作成した

もののうち，独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）の審査を受け，適切であ

るものと認められたもの，または，独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）が

提供する問題を利用する。 

    修了認定に係る試験の会場は，当該規制の特例措置の適用を受けようとする

者が特別区域内に指定した施設とする。 

修了認定に係る試験の採点事務は，当該規制の特例措置を受けようとする者の

指定した者が，これを行う。告示で定めるところにより，講座の修了を認められ

た者の氏名，生年月日及び試験の結果と当該民間資格の取得を証する写しと併せ

て，独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）に通知するものとする。 

 

 （４）民間資格の名称及び当該民間資格を取得するための試験の試験項目 

   資格名称 「情報処理技術者能力認定試験（２級）」 

   試験科目 「情報処理技術者能力認定試験（２級 第１部）」 

  試験項目  以下のとおり 

  

 出題分野  試験項目 

１ 基数変換，データ表現，演算と精度，

論理演算，符号理論 

２ 状態遷移，グラフ理論， 

オートマトンと形式言語 

（Ａ） 情報の基礎理論 

３ 計算量と情報量 

 

 

 

 

 



 

変更前 変更後 

記載無し  

１ データ構造，アルゴリズムの基礎 

２ 流れ図，決定表，ＢＮ記法， 

ポーランド記法 

（Ｂ） データ構造とアルゴリズム 

３ 各種アルゴリズム， 

アルゴリズムの効率 

１ 半導体と集積回路 

２ プロセッサ，動作原理 

３ メモリ，記憶媒体，補助記憶装置 

４ 入出力インタフェース，入出力装置

接続形態・接続媒体 

（Ｃ） ハードウェア 

５ コンピュータの種類と特徴 

１ プロセス管理，割込み制御 

２ 主記憶管理，仮想記憶 

３ 入出力制御，ジョブ管理 

４ ファイル管理，障害管理 

（Ｄ） 基本ソフトウェア 

５ ミドルウェア 

１ システム構成方式，処理形態 

２ システム性能，信頼性 

（Ｅ） 

 

システム構成と方式 

 

３ 応用システム 

１ プログラム構造，制御構造 

２ プログラム言語，言語処理系 

３ ＥＵＣ，ＥＵＤ，ソフトウェアの利

用 

４ 開発手法，設計手法，テスト手法 

（Ｆ） システム開発と運用 

５ システムの環境整備，運用管理 

１ プロトコルと伝送制御 （Ｇ） ネットワーク技術 

２ 符号化と伝送技術 

  ３ ＬＡＮとインターネット 

４ 電気通信サービス 

５ 伝送媒体，通信装置 

  

６ ネットワークソフト 

 

 

 

 

 



 

変更前 変更後 

記載無し  

１ データベースモデル 

２ データの分析・正規化 

３ データ操作 

４ データベース言語，ＳＱＬの利用 

５ ＤＢＭＳの機能と特徴 

（Ｈ） データベース技術 

６ データベース制御機能 

（排他制御，リカバリ） 

１ セキュリティ対策 

２ プライバシ保護 

（Ｉ） セキュリティ 

３ ガイドライン 

１ 情報システム基盤の標準化 

２ データの標準化 

（Ｊ） 標準化 

３ 標準化組織 

１ 経営管理（経営戦略，組織と役割 

マーケティングなど） 

２ 情報化戦略（業務改善など） 

３ ＩＥ分析手法，管理図 

４ 確立と統計 

５ 最適化問題，意思決定理論 

６ 情報システムの活用（ビジネスシス

テム，企業間システムなど） 

（Ｋ） 情報化と経営 

７ 関連法規（情報通信，知的財産権）

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

本特例措置は，当該講座の修了を認められた者が，講座の修了を認められた日か

ら１年以内に，基本情報技術者試験を受験する場合は，情報処理技術者試験規則別表

に掲げる当該試験に係る試験の科目のうち，第１号に規定する情報処理システムに関

する基礎知識及び第２号に規定する情報処理システムの開発に関する共通的基礎知

識を免除するものである。 

 

 

 

 


